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１．問題と目的

Ａ．問題意識

　「教師の権威」は，秩序を乱す子どもの行為への対

処の一つとして「親の権威」とともに指摘され，様々

に語られている1）。しかし，その言説には「権威」の

意味を自明のものとして扱い，定義しないまま用いる

論文が散見される2）。読者の持つ「権威」観が著者と

一致していることを前提にしているためと推測できる

が，それぞれの「権威」が指す事柄は各論文間で一致

していない。

　本論文は，教室の秩序に関わる教師の発話を主な対

象とする筆者による研究の一環として書かれるため，

「権威」の中でも「教師の権威」を対象にする。教師

権威の概念化についての研究を1997年から二宮・首

藤が発表し始め，教師が「権威」を持ちうる領域につ

いて生徒の認識などを質問紙調査で明らかにしている

が，「権威」そのものがどのようなものであるか扱っ

ていない3)
。

　そのため，本論文では，「教師の権威」についての

定義と構造を明らかにすることを目的とする。学術的

な研究において語句は一意に定義されなければなら

い。学術的定義では，宗内ら (1981)4）の定義「人を従

わせる力」が一般的となっているが5），一般の言説に

おいて用いられる「権威」は多くの意味を持つようで

ある。研究が社会的に受け入れられ誤解なく利用され

るためには，一般の言説と研究における記述を相互に

理解できるよう，橋渡しする必要があるだろう。

　そこで，本論文における分析対象は，『児童心理』

や『現代教育科学』などの雑誌論文とする。教育につ

いて扱うこれらの雑誌は，研究者や教育関係者が寄稿

する一般雑誌であるため，研究誌より研究者の興味関

心に沿いながらも研究のための操作的定義とはなって

いないと考えられる。本研究では，各論文に含まれる

言説から権威に関する部分を抜き出すとともに，その

記述が「教師の権威」を構成する諸要素のどの要素に

当たるのか示すという手順をとる。

　言説分析をすることで，「教師の権威」がいかに語

られてきたのかを示し，「教師の権威」の構造や要素

相互間の関係を明らかにする。「教師の権威」という

社会的な関係における現象を構造的に理解すること

で，「教師の権威」に関する研究を誤解なく記述する
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ことが可能になるだろう。また，教育現場と研究者の

コミュニケーションを精確にする一助となるだろう。

Ｂ．方法と対象

１．方法

　一般的な言説を整理するための枠組みを示すため

に，言説分析を行う。先述の「人を従わせる力」とい

う定義から行為に伴う「力としての権威」を第一の要

素として，その他の言説を分類できるよう要素を追加

し構造化する。例えば，Macbeth(1991)6）では「実践

的行為としての権威」が示されているため，それを「教

師の権威」の構造に位置づけることができるよう，分

類し権威に関わる諸要素を同定する。要素間の関係に

ついても検討し「教師の権威」の構造を導出する。

２．対象

　「教師の権威」についての言説を調べていくために，

査読のない雑誌を中心に戦後から最近のものまでの

31論文を収集した7）。1952年と1968年に『児童心理』

において組まれていた権威に関する特集に含まれるそ

れぞれ８論文8）と22論文9）も対象とした。

２.「教師の権威」の定義と構造

　研究においては権威を力と実践的行為として扱って

いることをすでに示したが，本論文で対象にした論文

では，「権威」と呼称される他の要素も確認された。「教

師の権威」に関する言説の分類を構造的に理解するた

め，ここでは権威に関わる諸要素について簡潔に整理

する。対象とした論文に示された「教師の権威」に

含まれる力や実践的行為以外の意味は，「権威の根拠」

と「権威を持つ人物」であった10）。

　「権威を持つ人物」は，「力としての権威を行使する

ことができる優越性を持った人物」であるが，この意

味で「権威」を用いた論文は対象とした論文の中で，

子どもの遊びの中に表れる権威についての認識を分析

した瀬川 (1952)11）のみであった。他の論文では「個人

内にあると他人に見られる何か」(古川，1968)12）とし

て捉えられていることが明らかになった。

　「権威の根拠」と「実践的行為としての権威」の関

係性について説明する。後述する考察の結果，ある優

越性を背景に力としての権威を伴う行為を行っている

と児童が教師を認識するとき，その優越性が「権威の

根拠」であり，教師のその振る舞いが「実践的行為と

しての権威」であることが推測された。つまり，権

威の根拠は，実践的行為としての権威によって示され

る。

　教師の行為に伴う「力としての権威」，それをもた

らす「権威の根拠」，「力としての権威」が伴う行為で

ある「実践的行為としての権威」という構造を言説分

析から導くことができた。以下では，それぞれの要素

が必要であることを示す論文を挙げながら，検討して

いく。

Ａ．「教師の権威」の定義

　まず「教師の権威」についての定義を行う。「権

威」の定義については，教育行政学を専門とする牧

（198513）; 199214））や，教育社会学や教育史を専門と

する浜田 (1982)15）は辞書の引用を示している。辞書に

書かれた定義は，広辞苑における記述に代表される。

「けん－い【権威】(authority)　①他人を強制し服従

させる威力。人に承認と服従の義務を要求する精神

的・道徳的・社会的または法的威力。「―が失墜する」  
②その道で第一人者と認められていること。また，そ

のような人。大家。「数学の―」」16）

先述の通り，宗内ら (1981)17）の教育心理学の研究に

おける定義が「人を従わせる力」であることが示すよ

うに，教育研究においては，広辞苑における第一の定

義が用いられる (川村，2009)18）。「教師の権威」にお

いては，定義における「他人」は児童となる19）。

　児童の問題行動について語る袴田 (1968)20）は「相手

の人をして誠に心服させる特徴」を権威と述べ，相手

側の「受諾，承諾，受容」に重きを置いている。倫理

学の立場から権威について記した勝部 (1968)21）も同様

の特徴を持つ定義を行っており「力によらずして人び

とを納得させるもの」としている。小川 (1970)22）は，

集団教育主義理論の体系化を行ったソ連のマカレンコ

を引用しながら権力の諸要素に対して個人を従順にす

る方法として，規律を維持する力をもつものと権威を

捉えている。教育実践者である大西 (1981)23）は，権

威があると児童が指導に「従ってくれる」とし，明示

的な定義はないが権威に児童を従わせる力があるこ

とを示唆している。教育課程論の研究者である安彦

(2000)24）においても同様で「指導を支える」前提とな

る力を持つとしている。これら論文は，広辞苑の第一

の定義を支持している。

　また，研究においては教師が児童に対し優越してい

ることが自明となっているが，一般誌においては児童

に権威を承認させ服従させるために，教師は児童に対

しなんらかの優越性をもつ必要が指摘されている (大
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西 ,1981; 牧 , 1985)25）。教師の優越性については心理学

者の世良 (1968)26）が定義した「下のものを強制し服

従させる威力」に見られる，「下のもの」からも示唆

される。同様の表現は和光学園の校長の春田 (1968)27）

も行い，「下の者に強制し，ふくじゅうさせる威力」

と定義を示している。児童心理学の研究者である乾

(1961)28）も「ヒナ段式の序列を前提にする」権威との

言及を行い，優越性をある種の権威の前提と見なして

いる。

　以上から，「教師の権威」の中核となる定義は，「教

師がその価値の優越性を児童によって受諾，承諾，受

容され，児童の行為を服従させる威力」とすることが

でき，これを本論文では「力としての権威」と呼ぶ。

Ｂ．「教師の権威」の根拠

「権威の根拠」は，「力としての権威の条件となる，

教師の持つ能力や地位などの児童に対する優越性」の

ことを指す。言説の中で，「権威の根拠」は明示的，

非明示的に分類されていた。その中から「内的権威と

外的権威」，「ウェーバーによる三分類」の二つを採り

上げ，説明する。特にこれらを採り上げる理由は，多

くの言説において採り上げられていた対比だからであ

る。

１．内的権威と外的権威

　組織の役職に対する敬意とその地位についている

人間に対する敬意は必ずしも一致するものとは限ら

ないと教育心理学者で神戸教育研究所所長の黒橋

(1968)29）が述べるように，権威の根拠は，力としての

権威を用いる人の内部に「価値の優越性」の根拠があ

る場合と外部に根拠がある場合に分けることができる

だろう。Encyclopedia of Applied Ethicsの “Authority in 
Education” という項においてWinch(2012)30）が権威を

「being the authority」と「being in authority」の２種類

に分けたように，牧 (1997)31）は「地位としての権威」

と「人格としての権威」とを対比している。本論文で

は，これを「内的権威」と「外的権威」とする。

　前節で挙げた児童心理学の乾 (1961)32)
の言説におけ

る「ヒナ段式の序列を前提にする」権威は，外的権威

として捉えることができる。乾は対比として，人間

的・信頼に値する・実践的な協力者の持つ影響力こそ

本来の権威であるとしており，これが内的権威を指す

といえる。冒頭に挙げた黒橋は，外的権威を「身分的

権威」，「地位に伴う権威」と呼び，人格的人間的権威

や文化的専門的領域においての権威と対比している。

　教育科学研究会のメンバーで教育思想に詳しい勝田

(1953)33)
は，「国定の信条と道徳」を教えていた権威

が「今も横行しないわけではない」として，教科にお

ける教養の深さに根付いた権威，本論文における内的

権威を求める。性格心理学の立場にある長島 (1962a)34)

と長島 (1962b)35)
は，しつけとの関係で権威について

語り，「教師は児童に対し権威ある地位に置かれて」

おり，「権威として存在することは，現実であり所与

である」とし，外的権威への絶対的服従を習慣づける

ことを極力避けるよう記している。外的権威が所与の

ものであるため，それが用いられる可能性がいつでも

あることを示唆している。

　同様に，教育心理学者の河野 (1998)36)
は教師に対す

る外圧について語る中で，教室内の教師は児童に対し

「体力，知識，判断力などあらゆる面で超えられない

違いがある」として内的権威を持ちうる優越性も所与

であることを指摘している。『教育学年報』において

岡田 (2001)37)
は「先住民としての権威」を提唱してお

り，その内的権威が所与である理由を，児童が所属す

ると決断した共同体の先住民であるため，共同体にお

ける価値を身につけていることに求めている。

　外的権威が失われつつある，または失われたと指摘

する主張も国分 (1964)38)
，黒橋 (1968)39)

，新堀 (1980)40)
，

浜田 (1982)41)
，川村 (2009)42)

に見られる。教育実践者

で理論家の国分は外的権威について批判的に語る一方

で，封建的な家父長制・国家権力の末端から来る権威

への信頼は失われつつあるとし，黒橋は「士農工商的

階級観念とそれに伴う権威感は，一部の高齢者を除い

て，ほとんど影をひそめてしまった」と歴史的に比較

する。社会学的視点をもつ新堀は教師の能力や姿勢に

より「客観的な事実として教師の地位と権威が低下し

ていることは否定できない」とし，教育史の観点から

浜田も外的権威が歴史的に社会的に支えられてきたこ

とを詳細に記した上で，それが失われていく様子を記

述している。川村は1970年代から1980年代に制度的

権威が失墜していったとしているので，以上の論文か

ら1960年代半ばから1980年代にかけて外的権威が失

われていく様子が認められていたと言える。

　小川 (1968)においては，外的権威を否定し，内的

権威が権威の根拠として存在することを示した上で，

「いまは，教師が身につけているという社会的な諸価

値の評価が分裂している時代である」と述べる。つま

り，「体制の動揺と価値の分裂とが，子どもを必然的

に既存の支配的な価値への懐疑者とし，体制的な価値

のにない手であり伝え手であろうとする教師や親への
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さまざまな形での批判や抵抗を生み出す…（中略）…

ことは，権威がすでに失われていることを物語ってい

る」としており，内的権威が失われていることが示さ

れている。勝部 (1968)においても，シンポジウムにお

いて権威について問題提起をする中で戦後の民主化に

より「知識の独占」がなくなった結果，「真理性の代

弁者という権威」がなくなったとされる。

　これまで示した言説は内的権威と外的権威という分

類法により説明ができ，類似した言説としてまとめる

ことが可能となる。

２．ウェーバーによる支配の三分類に由来する権

威の分類

　勝部 (1968)は，上述のように内的権威が失われたこ

とをしめすが，結論として「人間的である」ことを求

めている。これは児童心理学の乾 (1961)が「人間的で

信頼に値する実践的協力者」が求め，教育の理論家で

ある国分 (1964)が「人間としての信頼と連帯」がない

と権威ではないとすることと同様の主張であろう。勝

部において失われた内的権威は，「知識の独占」がな

くなったことによるため，学校において教えられる知

識を優越性の根拠にした内的権威のことだろう。そし

て，それは「人間的」であることを優越性とした内的

権威とは異なることを示している。

　人間的な権威と知識による権威を分ける分類は『教

育社会学研究』において川村 (2009)43）が示している。

川村は，ウェーバーの支配の三類型を手がかりに，教

師の権威を分類する。支配を内面的に支える正当性の

根拠は純粋な型として，「合法的支配」「伝統的支配」

「カリスマ的支配」がある。合法的支配は法律などの

形式的に正しい手続きを経た規則による支配，伝統的

支配は昔から支配していたということを正当性の根拠

にした支配，カリスマ的支配とは人物自体の魅力によ

る支配と端的に説明することができる。教師の権威は

この支配の型に対応してそれぞれ，「制度的権威」「学

問的権威」「人格的権威」に分類することができる。「制

度的権威」と「人格的権威」についての説明は，支配

の型と同様であるため省略できる。「学問的権威」が

「伝統的支配」と同じ性質をもつ理由は，伝統的に社

会的に承認されてきているため特定の知識や考え方が

学校で教えられる学問的な知識となることにあるだろ

う。川村は「自らの保持する知識や啓蒙的知性」（p.7）
によって権威を確立すると書いている。

　川村は教師のライフヒストリーの研究にこの権威

の根拠の分類を用いている。「入職当初は，…（中略）

…主従関係が制度的に保証された『制度的権威』に支

えられた役割」（p.13）を演じていたが，その後「指

導熱心で運動能力の高いあこがれの存在という『人格

的権威』の保持者」（p.13）として生徒と接していた

という教師のことが書かれている。もう一人の教師

は，「『やんちゃな』生徒に対する熱心な関わりを通し

て『人格的権威』を形成した上で，進路指導に関わっ

て，社会的選抜・配分の役割を正当的に担っている者

が保持する『制度的権威』と，進学に必要な学力を生

徒に習得させる正当的役割を有する者が持つ『学問的

権威』を復権させていった」（p.17）と考察している。

　以上，ライフヒストリー研究において提唱されたこ

の分類は，研究において有効に用いられただけでな

く，内的権威をさらに分類することで言説の特徴を精

確に表すことができることを示した。

　ウェーバーによる支配の三類型を元にした権威の分

類は内的権威と外的権威の分類と同じ要素の分類であ

り，どちらも権威の根拠を分析する際，用いることが

できるだろう。外的権威や制度的権威について論じる

際には，内的権威を対比に用いることで，学問的権威

と人格的権威を用いるより簡潔に議論を進めることが

できるだろう。内的権威について論じる時は，学問的

権威と人格的権威に分けることでより詳細に議論する

ことができる。目的によって使い分けることができる

ため，双方とも示した。

Ｃ．実践的行為としての権威

　権威の根拠についての分類に言説を分けていくこと

ができたが，いくつかの言説に含まれる権威を分ける

ことはできなかった。教育心理学者の上武 (1952)44)
は，

教師の権威の「正しいあり方」について語る中で，知

能・技能・人格的価値の優位性による権威を認める

が，加えて教師に生徒と同じ目標を持つことを求めて

いる。前者の権威は内的権威であるが，後者は児童に

受容させ，服従させるために必要なことでありなが

ら，これまでの分類に含めることができない。同じ目

標を持つということは，教師の地位に属することや教

師個人に内在する能力などではなく，教師が児童に働

きかける際の指針に関することである。これを弁別す

るため，「実践的行為としての権威」という語を用い

る。「実践的行為としての権威」とは，「児童に対する

教師の指示の目的やそれに用いられることば」である

とする。

　権威の根拠は，力としての権威を伴う行為として現

れ，児童の承認および服従へ影響を与える。実践的行
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為 (practical action)としての権威45)
を通してのみ実際の

相互行為において相手である児童に力としての権威が

認識されるため，その重要性をここに指摘すること

ができる。会話分析を用いた研究を行う上田 (2000)46)

は「本稿では，『教師の権威』を，教師と生徒の相互

行為を分析する為の前提ではなく，彼らの相互行為の

組織化を通じて不断に達成される現象として捉える」

（p.51）としており，実践的行為としての権威を会話

分析により検討している。これも実践的行為としての

権威に着目する必要性を裏付けるだろう。

　『児童心理』の中で教育社会学者の木原 (1982)47)
は

教育の専門性・教育力が権威の第一の根拠とし，それ

は「⑴文化遺産に対する造詣の深さ，⑵生徒に対する

共感的理解と受容，⑶生徒への働きかけの情熱と的確

な働きかけの能力」によって成り立つと述べている。

３点を並列しているが，⑴は権威の根拠として教師が

知識を身につけることを示し，⑵と⑶は実践的行為と

しての教師の態度について述べているため，内的権威

と権威として成り立つ実践的行為を混同していること

になる。また，ここに示されているように，実践的行

為としての権威は具体的な指示であるため，分類する

ことが困難である。

　しかし，パーソナリティ研究の斎藤 (1968)48)
や教育

心理学の上武 (1952)49)
は，『児童心理』において実践

的行為としての権威を，Fromm(1941,邦訳『自由から

の逃走』1965)50)
による権威の分類を用いて，検討し

ていた。その分類は，Frommによると「理性的権威」

と「禁止的権威」である。理性的権威は教師 -生徒関

係に，禁止的権威は奴隷所有者 -奴隷関係に例えられ

る。

　理性的権威については「教師は生徒をのばすことが

できれば満足する。失敗すれば，それは教師の失敗で

あり生徒の失敗である」51)
と述べ，禁止的権威につい

ては「奴隷所有者はできるだけ奴隷を搾取しようとす

る…（中略）…同時に奴隷も，ほんの少しの幸福であっ

ても，できる限り自分の要求を守ろうとする。両者の

利害ははっきり対立しており，一方の利益は他方の損

害である」52)
としている。教師 -生徒の関係において

も奴隷所有者ｰ奴隷の関係においても，優越性の根拠

として地位としての権威は存在する。くわえて，前者

は知識における優越性を根拠にもち，後者は（経済的）

力における優越性を根拠に持つ。しかし，「理性的権

威」と「禁止的権威」を分かつのは，権威への服従が

自他の利益になるか，服従が自らの損害かつ権威を用

いる人の利益を意味するかの違いであり，目的が異な

る。

　実践的行為としての権威は，権威の根拠がそれを通

して現れる場合と，理性的権威や禁止的権威のように

実践的行為自体に児童を服従させる威力がある場合に

分かれるだろう。前者は，力としての権威の前提とな

る価値の優越性が教師自身の属性としてあり，後者は

相互行為の中の実践的行為自体にある。

　小川 (1970)53)
においては，「マカレンコのことばで

言えば『権力の諸要素に対して個人を従順にする方

法』としての規律を維持するための教師の権威は…

（中略）…地に落ちている」ため，「教師の要求が子ど

もの要求となって，そこにはじめて真の権威が成り立

つ」とする。これは実践的行為としての権威における

理性的権威への支持であると言える。森 (1979)54)
は工

業高校の教師として動機づけの困難な実態を踏まえた

上で，「教師集団として」教育活動を子どもに相応し

いものにするよう求めるが，これも実践的行為として

の権威を理性的権威にするよう求めていると言い換え

ることができるだろう。岡田 (2001)55)
では，学校教育

の意義は知識が蓄積する中で全体性を獲得した際に初

めて感じられることから，児童が通学するのは共同体

への参加を決断したからにすぎないとする。共同体内

部の価値を習得することが児童の目的であり，教師の

権威は「逸脱的で絶対化された権威像の元に」ならな

いよう，「価値の媒介に資する」ようにするものであ

る。価値の媒介という児童の目的に資することを求め

ているので，これも理性的権威にあたる。実践的行為

としての権威は以上のように用いられていた。

Ｄ．「教師の権威」の構造

以上の諸要素は以下のような構造を持つものとして

図にまとめることができる (図 )。
　基本は二者間の関係となる。ここでは一方が「教

師」，もう一方が「児童」である。両者の間では相互

行為が行われる。教師は児童に対し，相互行為の中で

実践的行為を行い，その行為には「力としての権威」

が伴う。「実践的行為としての権威」を通して，児童

は教師の「権威の根拠」となる優越性を認識する。児

童に参照される優越性は，教師自身に帰属する属性で

ある「内的権威」と，教師という職業や地位を根拠と

した「外的権威」に分ける分類がある。一方で，「実

践的行為としての権威」自体が，「権威の根拠」とな

る可能性をもつ。教師の，児童に対する態度や行わせ

ようと強制する行為の目的により「権威の根拠」が相

互行為の場で発生する。参照される優越性による「権
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威の根拠」と相互行為の場で発生する「権威の根拠」

は二重に働く可能性をもつ。教師に属する「権威の根

拠」は先に示した「内的権威 /外的権威」または「人

格的権威 /学問的権威 /制度的権威」によって分類す

ることができる。

　この構造を用いれば例えば，次の二つの主張を整理

することが可能である。社会心理学者の安倍 (1967)56）

は権威主義について語る中で，上下の人間関係の不合

理な関係に戻りつつあるのが現在であると論じてい

る。外的権威に頼るようになってきていると読める

が，一方でその年代には外的権威が失われてきたこと

を示す言説も存在する（国分 , 196457）; 黒橋 , 196858)
；

新堀 , 198059); 浜田 , 198260); 川村 , 200961)
）。二つの言

説は同時期に見られるが，権威の構造に当てはめれば

矛盾なく理解することができる。権威の根拠としての

外的権威は失われつつあるのは確かであろう。優越性

が弱くなっているので実践的行為を通して権威の根拠

を示すために，外的権威をよりあからさまにしなけれ

ば以前と同様の力としての権威を保つことができない

と考えられる。教室内相互行為を通して，教師が権威

を示し，児童が認識するという構造を示した。

３．考察と今後の課題

　本論文では，教育系の一般雑誌の記事を中心に「教

師の権威」について書かれた61論文の言説を分析する

ことで，力としての権威・実践的行為としての権威・

権威の根拠という権威の三重構造をしめした。「力と

しての権威」は，「教師がその価値の優越性を児童に

よって受諾，承諾，受容され，児童の行為を服従させ

る威力」であり，根拠や実践的行為に関わらず存在は

する。ある優越性を根拠にしている権威は実践的行為

としての権威を通して，その優越性が権威の根拠であ

ると児童に認識される。そのため，権威の根拠は実践

的行為としての権威に依存していると言える。

　権威の構造において観察可能な部分は，実践的行

為としての権威のみなので，教室談話を対象にした

研究は実践的行為としての権威を対象に行われて

いる (Macbeth, 199162）;鹿毛ら , 199763);上田 , 199664), 
200065))。Macbethは教室場面を会話分析することで，

発話の順番取りシステムから教師の沈黙に権威が実践

的行為として現れを見ている。鹿毛らは，権威に関わ

るとされる教師の発話を「指示の連呼」と「児童への

謝罪」として定め，それが実際の授業において何回確

認されたか観察している。上田は教室場面の観察と会

話分析から，教師と生徒が教室知識の非対称性を前提

にした相互行為を行うことで，「教師の権威」が発生

していることを確認している。教室談話に関する研究

が権威の顕れを含む実践的行為として談話を検討する

方向へと今後さらに発展することを期待したい。

　今後の課題として，「教師の権威」の構造は今回，

教師 -児童間の相互作用としてみたが，児童の持つ権

威観や教師観は内包することができていない点が挙げ

られる。児童に関する要因が「教師の権威」に関わる

ことは，児童が求める教師の権威像を質問紙による研

究66）からも示されるため，今後扱っていく必要がある

だろう。

図：「教師の威厳」の構造
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